
総務省消防庁 防災課長

天利 和紀

令和７年１１月２０日

防災対策について



１．災害対策の基本的な仕組み
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災害対策関係法令の類型別整理表
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復旧・復興応急予防類型

地震
津波

火山

風水害

地滑り
崖崩れ

土石流

豪雪

原子力

・河川法
・海岸法

・津波対策の推進に関する法律

災害対策基本法

・地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備
事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

・地震防災対策特別措置法
・南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特
別措置法

・首都直下地震対策特別措置法
・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防
災対策の推進に関する特別措置法

・建築物の耐震改修の促進に関する法律
・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する
法律 ・津波防災地域づくりに関する法律

・活動火山対策特別措置法

・豪雪地帯対策特別措置法

・原子力災害対策特別措置法

・砂防法
・森林法
・地すべり等防止法
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策
の推進に関する法律

・宅地造成及び特定盛土等規制法

＜全般的な救済援助措置＞
・激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
＜被災者への救済援助措置＞
・中小企業信用保険法
・天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫
定措置法

・災害弔慰金の支給等に関する法律
・雇用保険法
・被災者生活再建支援法
・株式会社日本政策金融公庫法
・自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律
＜災害廃棄物の処理＞
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
＜災害復旧事業＞
・農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関す
る法律

・公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
・公立学校施設災害復旧費国庫負担法
・被災市街地復興特別措置法
・被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
＜保険共済制度＞
・地震保険に関する法律
・農業保険法
・森林保険法
＜災害税制関係＞
・災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律
＜その他＞
・特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別
措置に関する法律

・防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置
等に関する法律

・大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法

・大規模地震対策特別措置法

・積雪寒冷特別地域における道路
交通の確保に関する特別措置法

・災害救助法
・消防法
・警察法
・自衛隊法
・災害時等における
船舶を活用した医
療提供体制の整
備の推進に関する
法律

水防法

・大規模災害からの復興に関する法律

出典：令和7年版防災白書

・海岸法



出典：令和７年版防災白書

戦後の自然災害における死者・行方不明者数の推移
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（注） 令和6年の死者・行方不明者は内閣府取りまとめによる速報値

出典 ： 昭和20年は主な災害による死者・行方不明者（理科年表による）
昭和21～27年は日本気象災害年報、昭和28年～37年は警察庁資料、
昭和38年以降は消防庁資料をもとに内閣府作成



２．防災に関する組織
－総合的防災行政の整備・推進
○国：中央防災会議、非常（緊急・特定）災害対策本部
※○都道府県・市町村：地方防災会議、災害対策本部

２．防災に関する組織
－総合的防災行政の整備・推進
○国：中央防災会議、非常（緊急・特定）災害対策本部
※○都道府県・市町村：地方防災会議、災害対策本部

３．防災計画－計画的防災対策の整備・推進
○中央防災会議：防災基本計画
○指定行政機関・指定公共機関：防災業務計画

○都道府県・市町村：地域防災計画 ○市町村の居住者等：地区防災計画※

３．防災計画－計画的防災対策の整備・推進
○中央防災会議：防災基本計画
○指定行政機関・指定公共機関：防災業務計画

○都道府県・市町村：地域防災計画 ○市町村の居住者等：地区防災計画※

７．災害緊急事態
○災害緊急事態の布告 ⇒ 政府の方針（対処基本方針）の閣議決定
○緊急措置(生活必需物資の配給等の制限、金銭債務の支払猶予、海外からの支援受入れに係る緊急政令の制定、特定非常災害法の自動発動）

７．災害緊急事態
○災害緊急事態の布告 ⇒ 政府の方針（対処基本方針）の閣議決定
○緊急措置(生活必需物資の配給等の制限、金銭債務の支払猶予、海外からの支援受入れに係る緊急政令の制定、特定非常災害法の自動発動）

国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、
もって、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする

４．災害対策の推進
○災害予防、災害応急対策、災害復旧という段階ごとに、各実施責任主体の果たすべき役割や権限を規定
○市町村長による一義的な災害応急対策(避難指示等) の実施、大規模災害時における都道府県・指定行政機関による応急措置の代行

４．災害対策の推進
○災害予防、災害応急対策、災害復旧という段階ごとに、各実施責任主体の果たすべき役割や権限を規定
○市町村長による一義的な災害応急対策(避難指示等) の実施、大規模災害時における都道府県・指定行政機関による応急措置の代行

１．防災に関する理念・責務
○災害対策の基本理念 －被害の最小化及び被害の迅速な回復を図るという「減災」の考え方 等
○国、都道府県、市町村、指定公共機関等の責務 －防災に関する計画の作成・実施、相互協力 等
○住民等の責務 －自らの災害への備え、生活必需品の備蓄、自発的な防災活動への参加 等

１．防災に関する理念・責務
○災害対策の基本理念 －被害の最小化及び被害の迅速な回復を図るという「減災」の考え方 等
○国、都道府県、市町村、指定公共機関等の責務 －防災に関する計画の作成・実施、相互協力 等
○住民等の責務 －自らの災害への備え、生活必需品の備蓄、自発的な防災活動への参加 等

５．被災者保護対策
○避難行動要支援者名簿、個別避難計画の事前作成 ○災害時における避難所・避難施設に係る基準
○広域避難、物資輸送の枠組み ○罹災証明書、被災者台帳の作成を通した被災者支援策

５．被災者保護対策
○避難行動要支援者名簿、個別避難計画の事前作成 ○災害時における避難所・避難施設に係る基準
○広域避難、物資輸送の枠組み ○罹災証明書、被災者台帳の作成を通した被災者支援策

６．財政金融措置
○法の実施に係る費用は実施責任者負担 ○激甚な災害に関する、国による財政上の措置
６．財政金融措置
○法の実施に係る費用は実施責任者負担 ○激甚な災害に関する、国による財政上の措置

災害対策基本法の概要
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公布日：令和７年６月４日
施行日：令和７年７月１日（一部の規定については、公布日施行）

改正内容

令和６年能登半島地震の教訓等を踏まえ、災害対策の強化を図るため、国による支援体制
の強化、福祉的支援等の充実、広域避難の円滑化、ボランティア団体との連携、防災DX・備
蓄の推進、インフラ復旧・復興の迅速化等について、以下の措置を講ずる。

①国による災害対応の強化

１）国による地方公共団体に対する支援体制の強化

２）司令塔として内閣府に「防災監」を設置
国による応援組織の例

（国土交通省TEC-FORCE）

※災害対策基本法、災害救助法、水道法、大規模災害復興法、大規模地震対策法、内閣府設置法

 国は、地方公共団体に対する応援組織体制を整備・強化。
 国は、地方公共団体からの要請を待たず、先手で支援。

★災害対策基本法

★内閣府設置法

災害対策基本法等※の一部を改正する法律（令和７年法律第51号）の概要

6



改正内容
②被災者支援の充実

２）広域避難の円滑化

３）「被災者援護協力団体」の登録制度の創設１）被災者に対する福祉的支援等の充実

１）水道復旧の迅速化

２）宅地の耐震化（液状化対策）の推進
３）まちの復興拠点整備のための都市計画の特例 ★大規模災害復興法

★災害救助法、災害対策基本法

 高齢者等の要配慮者、在宅避難者など多様な
支援ニーズに対応するため、災害救助法の救助
の種類に「福祉サービスの提供」を追加し、福祉
関係者との連携を強化。災害対策基本法におい
ても「福祉サービスの提供」を明記。

 支援につなげるための被災者、避難所の状況の
把握。

４）防災DX・備蓄の推進

★水道法

 広域避難における、避難元及び避難先市町
村間の情報連携の推進。

 広域避難者に対する情報提供の充実。
 市町村が作成する被災者台帳について、都道

府県による支援を明確化。

 避難所の運営支援、炊き出し、被災家屋の片付
け等の被災者援護に協力するNPO・ボランティア
団体等について、国の登録制度を創設。

 登録被災者援護協力団体は、市町村から、被
災者等の情報の提供を受けることができる。

 都道府県は、災害救助法が適用された場合、登
録団体を救助業務に協力させることができ、この
場合において実費を支弁。

 国は、必要な場合、登録団体に協力を求めるこ
とができる。国民のボランティア活動の参加を促進。

 被災者支援等に当たって、デジタル技術の活用。
 地方公共団体は、年一回、備蓄状況を公表。

★災害対策基本法、災害救助法

★災害対策基本法

★災害対策基本法

 日本下水道事業団の業務として、地方公共団体との協定に基づく水道復旧工事を
追加。また、水道事業者による水道本管復旧のための土地の立入り等を可能とする。

③インフラ復旧・復興の迅速化

★災害対策基本法
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○被災者支援の充実
・ 避難生活における生活環境確保に係る取組の充実化
・ 協定・届出避難所に係る情報の事前把握
・ キッチンカー・トレーラーハウス等の登録・データベース化
・ 迅速なプッシュ型支援のための国の備蓄物資の分散備蓄

○保健医療福祉支援の体制・連携の強化
・ 保健医療福祉活動チーム間の平時からの連携体制の構築
・ 発災後速やかなDHEAT派遣、保健師等チームの充実・強化

○官民連携や人材育成の推進
・ 国と全国域の災害中間支援組織（JVOAD）の連携
・ 避難生活支援リーダー/サポーターの育成・確保、データベース化

○消防防災力の充実強化
・ 消防団と多様な主体（自主防災組織・防災士等）の連携
・ 津波浸水想定を勘案した消防体制の整備

○インフラ・ライフラインの復旧迅速化、代替性の確保
・ 多様な主体と連携したTEC-FORCE支援活動の実施
・ 上下水道一体での災害対応の実施（最優先復旧箇所の事前選定等）
・ 災害用井戸・湧水等の活用による代替水源の確保

○被災地における学びの確保
・ 被災地学び支援派遣等枠組み（D-EST）による教職員等の派遣

○防災DXの加速
・ 新総合防災情報システム（SOBO-WEB）や

新物資システム（B-PLo）の利活用促進、研修・訓練の実施
・ 防災IoTシステムによる被災状況の迅速な共有
・ 避難所開設時における全国共通避難所・避難場所IDの報告

○国による災害対応の強化
・ 地方公共団体の要請を待たない、国の応援の実施
・ 市町村から国に対する応急措置実施の要請
・ 防災監の政府災害対策本部への参画

○被災者支援の充実
・ 在宅・車中泊避難者へのDWAT派遣による福祉サービスの提供
・ 広域避難時の避難元・避難先市町村間の情報連携
・ 被災者援護協力団体の登録・データベース化、平時からの連携
・ 地方公共団体による物資の備蓄状況の公表

○復旧・復興の迅速化
・ 事前復興まちづくり計画策定等による復興事前準備の推進

・ 道路啓開計画の策定・定期的な見直しの法定化

・ 地方管理空港等の災害復旧工事等の国による代行

防災基本計画修正（令和７年７月）の概要
■防災基本計画

災害対策基本法に基づき、中央防災会議が作成する我が国の防災に関する総合的かつ長期的な計画で、
指定行政機関や指定公共機関が作成する防災業務計画や、自治体が作成する地域防災計画の基本となるもの

主な修正項目
関連する法令の改正を踏まえた修正

・ 災害時における船舶活用医療の提供
・ 避難所でのこども・若者の居場所の確保
・ 港湾における官民協働での高潮対策（協働防護）
・ 広域に降り積もる火山灰への対策（住民の安全確保策等）の推進

・ 広報・啓発等を通じた林野火災の予防の強化
・ 地上・空中消火の連携による消火活動、車両・資機材の整備

その他の最近の施策の進展等を踏まえた修正

令和６年能登半島地震を踏まえた修正

＜災害対策基本法等の改正＞

＜道路法等の改正＞

＜航空法等の改正＞

＜岩手県大船渡市林野火災を踏まえた林野火災編の見直し＞

R7.7.1 中央防災会議決定
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防災庁設置の基本的な方向性

防災庁が担うべき政策の方向性、組織体制の在り方
○ 防災庁が担うべき司令塔機能 ～ 平時から復旧・復興までの一貫した司令塔機能 ～

○ 防災庁が推進すべき主な取組

組織体制の在り方 今後の進め方
○ 内閣直下に設置、総理を助ける専任の大臣
○ 平時からの各府省庁等への勧告権と尊重義務
○ 施策の推進に必要な十分な人員・予算確保

令和７年夏以降 予算・機構定員要求
令和８年通常国会 関連法案提出
令和８年度中 防災庁設置

Ⅰ 防災に関する
基本的政策・国家戦略の立案

Ⅱ 徹底的な
「事前防災」の推進・加速の司令塔

Ⅲ 発災時から復旧・復興までの
災害対応の司令塔

被災者支援
体制強化

○ 防災のエキスパート人材の確保・育成、環境整備・処遇改善
（プロパー採用・養成、民間等外部人材の登用）

○ 南海トラフ地震等の大規模災害を念頭に、地域の支援強化、
業務継続性の観点等も踏まえ、地域のレベルで産官学民が
連携できる体制を構築

 多様な経験と高度な知見を基に、あらゆる
事態を想定し、起こり得る被害を先読みした
防災の基本政策・国家戦略の企画・立案

 地域レベルでの具体的なシミュレーションによる
災害リスク評価、計画立案

 各主体による事前防災対策の抜け・漏れ把握、
分野横断的な関係者間コーディネートや平時
からの実施勧告等による事前防災の推進

 災害対策本部の運営や国全体の被害状況
把握など災害初動体制の構築

 被災自治体への迅速な応援体制の構築
 被災自治体のワンストップ窓口として被災者

のニーズを俯瞰的に把握
 過去の災害のノウハウを活かした継続的・

包括的な被災地支援体制の構築

防災DX推進 産官学民
連携体制構築

行動変容に向けた
防災教育・啓発

防災技術
研究開発・実装

災害対応標準化
・人材育成 国際展開

世界有数の災害大国である我が国において、南海トラフ地震や首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、富士山噴火など
国難級の災害の発生が切迫する中、人命・人権最優先の「防災立国」の実現が急務。

国難級の災害に対しても死傷者や避難者を大幅に低減させ、必要な国家・社会機能を維持するため、平時からの事前防災の徹底が必要。
 そのため、我が国の防災全体を俯瞰的に捉え、産官学民のあらゆる力を結集し、中長期的視点から我が国の防災の在り方を構想する と

ともに、徹底した事前防災、発災時から復旧・復興までの一貫した災害対応の司令塔となる組織として「防災庁」を設置。
防災庁は、内閣直下に設置し、平時からの政府全体の防災施策の実施をリードし加速するための勧告権等を有する専任の大臣の下、

十分なエキスパート人材と予算を有する組織とする。

・ 建物等の耐震化 ・防災まちづくりと復興の事前準備
・ スフィア基準等を踏まえた避難生活環境の抜本改善 等

第二回防災立国推進
閣僚会議資料
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２．近年の大規模災害等
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○令和６年１月１日１６時１０分､石川県能登地方を震源としたマ
グニチュード７.６の地震が発生し､志賀町及び輪島市で最大震
度７､七尾市、珠洲市、穴水町及び能登町で震度６強を観測した。

○この地震により､石川県能登に大津波警報が発表されたほか、山
形県から兵庫県北部にかけて津波警報が発表され、輪島港にお
いて１.２m以上の津波などを観測した。

○石川県ほか５県において、配水管破損等により最大で合計約１
３.６万戸が断水となった、ほか、土砂崩れ、道路段差等の発生
により、高速道路１路線１区間、国道４０区間、都道府県道等
３県１４５区間が通行止めとなった。

【被害状況】

※消防庁とりまとめ報第96報（令和６年４月26日14時00分現在）及び
非常災害対策本部令和6年能登半島地震に係る被害状況等について（令和６年４月23日14時00分現在）より被害の状況被害の状況

令和６年能登半島地震

○被災した市町の消防本部では､主に以下のような活動を実施
・地元消防本部等と消防団が連携した消火・警戒活動
・消防防災ヘリによる孤立集落からの救助
・医療関係者と連携した避難所からの救急搬送
・消防防災ヘリによる孤立集落への物資搬送

地元消防本部の活動地元消防本部の活動

１ 出動状況
○消防庁長官の出動の求め及び消防庁長官の出動指示に基

づき､１都２府1８県からの緊急消防援助隊の出動を要請
した。

２ 活動規模

３ 主な活動状況
○緊急消防援助隊や地元消防本部等、延べ６万人程度が消

火、救助、救急活動などに全力で取り組むとともに、高
齢者の搬送や地元消防本部の活動支援も実施。

○令和６年４月１２日１４時時点で、消防全体として、
435名を救助、3,500名を救急搬送

緊急消防援助隊の活動緊急消防援助隊の活動

搬送人数救助人数対応機関

1,923人140人①地元消防機関等

1,577人295人②緊急消防援助隊等

3,500人435人合計

1月1日、輪島市河井町において、奥能登
広域圏事務組合消防本部の消防隊が、地
元の輪島市消防団と連携し、消火活動を
実施

1月2日、輪島市門前町において、輪島市
消防団が、道路の亀裂部分に土嚢を埋め、
通行を可能とする応急対策を実施

11



1/1 16:10 震度7（石川県輪島市、志賀町）
16:30 消防庁長官から緊急消防援助隊出動の求め
17:30 消防庁長官から５府県※に対し出動の指示

（※愛知県、京都府、大阪府、岐阜県、富山県）
17:32 富山県防災ヘリにより情報収集活動を実施

その後も、消防庁長官の出動指示を適宜適切に行い、発災翌日から
現地で2,000名を超える規模の部隊を展開（部隊を入れ替えながら
２月21日まで活動）
〔出動指示を受けた21都府県〕

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、福井県、
山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県
※消防防災ヘリは最大22機体制で運用

消防庁による緊急消防援助隊の部隊運用

消防活動の概要
〔消火活動〕
●地元消防本部等と消防団が

連携した消火・警戒活動
〔救助・捜索活動〕
●倒壊家屋からの救助・捜索活動
●消防防災ヘリによる孤立集落

からの救助
●広範囲での安否不明者の捜索活動

〔救急活動〕
●医療関係者と連携した避難所からの

救急搬送
●病院や高齢者福祉施設からの転院搬送
〔その他〕
●消防防災ヘリによる孤立集落への物資

搬送
●消防庁職員による火災原因調査

●緊急消防援助隊や地元消防本部等、延べ７万人程度が消火、救助、
救急活動などに全力で取り組むとともに、高齢者の搬送や地元消防
本部の活動支援も実施。

●これまでに、消防全体として、435名を救助、3,500名を救急搬送

救助・救急活動の実績（1月1日の地震発生後から3月5日までの累計）

搬送人数救助人数対応機関

1,923人140人①地元消防機関

1,577人295人②緊急消防援助隊等

3,500人435人合計

1月６日、緊急消防援助隊京都府大隊が、珠洲市内
において、DMAT等と連携して、倒壊した建物内
女性（90代）を発災から124時間ぶりに救出し搬送

1月15日、緊急消防援助隊三重県大隊が、
DMAT等と連携して、輪島市の高齢者施設入居
者を搬送（自衛隊ヘリに引き継ぎ）

1月16日、緊急消防援助隊大阪府大隊が、消防
用水確保のため輪島市立河井小学校プールに給
水活動を実施

1月1日、輪島市河井町において、奥能登広域圏事
務組合消防本部の消防隊が、地元の輪島市消防団
と連携し、消火活動を実施

1月2日、輪島市門前町において、輪島市消防団が、
道路の亀裂部分に土嚢を埋め、通行を可能とする
応急対策を実施

1月19日、緊急消防援助隊京都府大隊が、高齢者
施設の入居者を消防ヘリコプターで金沢市内の病
院へ搬送

令和６年能登半島地震における消防機関等の対応
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9/21 午 前 石川県能登で線状降水帯発生、大雨特別警報発表
13:08  石川県知事から緊急消防援助隊の応援の要請
13:12 消防庁長官から緊急消防援助隊の出動の求め
15:05  統括指揮支援隊（名古屋市消防局）が石川県庁に

到着し、活動開始
※ 10府県から、１日当たり最大600人規模の緊急消防援助隊が出動し、

10/3までの13日間で延べ約6,200人が救助・救急活動等を実施。

〔出動の求めを受けた10府県〕
埼玉県、新潟県、富山県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県、滋賀県、
京都府、大阪府
※ 消防防災ヘリは最大7機体制で運用

消防庁による緊急消防援助隊の部隊運用

消防活動の概要
地元消防本部・消防団による活動のほか、緊急消防援助隊及び石川県内消防応援

部隊が自衛隊・警察等関係機関と連携し、以下の活動を実施。
●土砂流入現場・家屋流出現場からの救助・捜索活動
●消防防災ヘリによる孤立集落からの救助・救急活動
●消防防災ヘリも動員した広範囲での安否不明者の捜索活動や孤立集落への物資搬送

地元消防本部、緊急消防援助隊及び石川県内消防応援部隊が救助・救急
活動などに全力で取り組み、これまでに、222人を救助、82人を救急搬送

救助・救急活動の実績（10月25日 16時00分時点）

搬送人数救助人数対応機関

26人73人①地元消防本部

56人149人②緊急消防援助隊及び石川県内消防応援部隊

82人222人合計

9月23日、輪島市久手川町において、緊急消防援助
隊の大阪府隊が、孤立地域からの救助活動を実施

9月23日、輪島市久手川町において、緊急消防援
助隊の岐阜県隊、愛知県隊、滋賀県隊、大阪府隊
が、 塚田川の家屋流出現場で救助活動を実施

9月23日、珠洲市大谷町において、緊急消防援助
隊の富山県隊、福井県隊が、がけ崩れ現場で救助
活動を実施

9月22日、輪島市門前町において、緊急消防援助隊
の愛知県隊が、中屋トンネルの土砂流入現場で救助
活動を実施

9月22日、輪島市町野町において、富山県防災ヘリが、
浸水した建物からの救助活動を実施

9月23日、輪島市大沢町において、京都市消防ヘリ
（消防庁ヘリ）が救助活動を実施

令和６年９月２０日からの大雨による消防機関の対応
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３月３日、大船渡市綾里地区
提供：東京消防庁

３月４日、大船渡市小石浜地区
提供：鶴岡市消防本部

消防防災ヘリコプターによる消火（全域）

３月３日、大船渡市合足地区
提供：仙台市消防局

２月26日
13:02 大船渡地区消防組合消防本部が火災を覚知
15:34 岩手県知事から緊急消防援助隊の応援の要請
15:34 消防庁長官から緊急消防援助隊の出動の求め
※ 以後、延焼状況を踏まえて部隊を増強し、15都道県から

緊急消防援助隊が出動
地元消防本部等を含め一日当たり最大2,100人規模で活動

３月９日
17:00 大船渡市長が鎮圧宣言

４月７日
17:30 大船渡市長が鎮火宣言
〔出動の求めを受けた15都道県〕
北海道、青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、静岡県
※ 消防防災ヘリは最大８機体制で運用

消防庁による緊急消防援助隊の部隊運用

３月８日、大船渡市綾里地区
大船渡市消防団が残火処理を実施

３月１日、大船渡市綾里地区
提供：新潟市消防局

林野被害 約3,370ha（２月１９日からの火災の延焼範囲を除く。）

人的被害 死者１人
建物被害 住家90棟・住家以外136棟（精査中）

被害状況（５月14日時点）

緊急消防援助隊、岩手県内消防応
援隊、地元消防本部・消防団により、
 市街地への延焼を防止する消火活

動や再燃に備えた巡回
 消防防災ヘリによる上空からの消火

活動や火災状況の偵察
（最大８機体制で運用）

を実施。

消防活動の概要

３月４日、大船渡市西側海岸地区
提供：横浜市消防局 ３月９日、大船渡市合足地区

提供：新潟市消防局

３月１日、大船渡市綾里地区
提供：利根沼田広域消防本部

14

岩手県大船渡市林野火災における消防機関の対応

■２月26日の火災の延焼範
囲

■２月19日の火災の延焼範

囲

（国土地理院基盤地図情報を加工して作
成）



３月25日、今治市三六九寺
提供：広島市消防局

３月23日
15:53

今治市消防本部が火災を覚知
３月25日

17:10
愛媛県知事から緊急消防援助隊の応援の要請

17:10
消防庁長官から緊急消防援助隊の出動の求め

※ 以後、延焼状況を踏まえて部隊を増強し、
８府県から緊急消防援助隊が出動
地元消防本部・消防団等を含め一日当たり最大1,000人
規模で活動

３月31日
11:00 今治市長・西条市長が鎮圧宣言

４月14日
15:00 今治市長・西条市長が鎮火宣言

〔出動の求めを受けた8府県〕
広島県、香川県、長野県、大阪府、滋賀県、徳島県、

山口県、大分県
※ 消防防災ヘリは最大６機体制で運用

消防庁による緊急消防援助隊の部隊運用

１ 林野被害
481.6ha

２ 人的被害
負傷者４人（重症１人、中等症１人、軽症２人）

３ 建物被害
今治市２６棟（住家５棟、非住家21棟）
西条市 １棟（非住家１棟）

消防活動の概要

被害状況（５月１４日時点）

緊急消防援助隊、愛媛県内消防応援部隊、
地元消防本部・消防団により、

● 市街地への延焼を防止するための消火活動や
域内の巡回・警戒活動

● 消防防災ヘリによる上空からの消火活動や
火災状況の偵察

（国土地理院基盤地図情報を加工して作成）

３月25日、今治市桜井
提供：広島市消防局

３月26日、今治市朝倉南乙
提供：今治市消防団３月26日、消防防災ヘリによる消火活動

提供：高松市消防局

３月29日、今治市石打
（高松市消防局の活動）

撮影：消防庁リエゾン

朝倉南乙野々瀬

長沢地区

緑ヶ丘団地

旦地区

郷桜井二丁目

桜井地区

延焼範囲

愛媛県今治市林野火災における消防機関の対応

朝倉北地区

今治市

西条市
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大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書 概要（1/2）
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今後の消防防災対策

○ 令和７年２月26日、岩手県大船渡市において発生した林野火災について、消防法(第35条3の2)に基づく消防庁長官調査を実施

○ 本火災を踏まえた対策を検討するため、消防庁及び林野庁を事務局とした検討会を開催

２．林野火災に係る広報・啓発の強化

３．林野火災に強い地域づくり

（仮称）林野火災警報
（既存の消防法に基づく火災警報の制度を活用）（仮称）林野火災注意報

左記の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合

前３日間の合計降水量が１ｍｍ以下
＋

前30日間の合計降水量が30ｍｍ以下、または、乾燥注意報が発表
※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、この限りでない。

発令指標
（案）

屋外での火の使用等の制限（罰則あり）屋外での火の使用等について注意喚起（罰則なし）内容

○ （仮称）林野火災注意報の創設、（仮称）林野火災警報の的確な発令

○ 少雨の状況の全国的な広がりがある場合、気象庁と消防庁との合同による臨時の記者会見等を通じた注意喚起・解説を実施
○ 火災予防条例（例）に、たき火を届出の対象とするよう明確化（対象となるたき火（時期や区域）については、市町村が設定可能に）

１．予防・警報のあり方

○ 政府広報やSNS等の活用により、たき火等の行為者やレジャーによる入山者等も含め広く国民に対して注意喚起

○ 延焼しにくい多様な林相への誘導、消火活動に必要な林道等の整備、林野に近接する居住地域における防火対策の推進等

第１ 林野火災における予防・警報のあり方第１ 林野火災における予防・警報のあり方

火災概要： 延焼範囲:約3,370ha(昭和39年以降最大)、焼損棟数:住家90棟、住家以外136棟
２月26日覚知、３月９日鎮圧、４月７日鎮火

出火原因： 薪ストーブの煙突の火の粉を起因として出火した可能性が相対的に高いことは認められるが、
具体的な発火源等の特定には至らなかった。

延焼要因： 林野内の可燃物が乾燥していたこと（２月の月降水量が観測史上最少）と火災初期の強風
（最大瞬間風速18.1ｍ/ｓ）により、樹冠火を伴う激しい燃焼と飛び火の発生。
その後、リアス海岸の複雑な地形と局地的な風の影響を受け、多方面へ拡大。

夜間における消火活動の様子
(提供：東京消防庁)

綾里港地区の被害状況

※ 各市町村において、地域の特性等に応じて発令指標に調整を加えることや、対象地域を限定することを可能とする。
※ 今後消防庁が、火災予防条例（例）を改正し、市町村に通知予定。（R7.8.29付け各都道府県知事、各指定都市市長宛て通知を発出済み）

R7.8.26
公表
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大型水槽付き放水車海水利用型消防水利システム
（スーパーポンパー）

熱画像
直視装置大型仮設水

槽

スキッドユニット
（ポンプとホースが一体型
となった軽量なユニット）

背負い式
消火水のう

林野火災対応ユニット車に積載する資機材（例）

林野火災対応ユニット車

夜間監視・熱源探査ドローン

残火処理のため
消火薬剤を使用

１．緊急消防援助隊を含めた常備消防の体制強化

２．消防団の体制強化

３．林野火災における住民避難

２．消火薬剤の効果的な活用の検討

第２ 大規模林野火災に対応できる消防体制のあり方第２ 大規模林野火災に対応できる消防体制のあり方

○ 的確な情報把握のため、
夜間の監視に対応できるドローン等を整備

○ 消火水利の確保のため、
自然水利を利用できる
スーパーポンパーや、
大型水槽付き放水車等
を整備、消防防災ヘリの増強

○ 山中での部隊投入のため、
悪路走破性の高い林野火災対応ユニット車を整備

○ 予防散水の実施等を勘案した飛び火警戒要領の見直し

○ 消防団からの情報が迅速な避難指示の発令につながる等、
初動から鎮火まで長期にわたり極めて重要な役割

○ 衛星通信機器も活用した情報伝達体制の構築
○ 残火処理に有効な背負い式消火水のう等の整備

○ 防災行政無線戸別受信機の活用やSNS等、
災害情報伝達手段の多重化・多様化

○ 自主防災組織等、住民参加による避難訓練の実施

第３ 大規模林野火災に備えた多様な技術の活用・開発第３ 大規模林野火災に備えた多様な技術の活用・開発

○ ドローンによる空中消火や
遠隔操作消火ロボットによる
延焼阻止活動等の
技術・装備の研究開発

○ 林野、市街地にまたがる火災に対応できる
延焼シミュレーション技術の研究開発

遠隔操作消火ロボット

○ R8年の林野火災に向けて、
散水場所が限定等される場合
（残火処理等）の活用要領を明確化

○ 空中消火を含む一般的な活用に
ついては、 R9年の林野火災に向
けて、個別の消火薬剤の有効性や、
健康・環境への影響に関する評価
方法等とともに、R8年中を目途に
具体化

第４ 災害復旧及び二次災害の防止活動第４ 災害復旧及び二次災害の防止活動
○ 被災森林の迅速な復旧や土砂流出防止のための

治山対策の適切な実施

今後の消防防災対策

林野火災延焼シミュレーション

１．新技術・新装備の研究開発の推進

大船渡市消防団による
残火処理の様子

消火用ドローン

米国農務省では
認証済製品リストとして公表

大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書 概要（2/2） R7.8.26
公表



○ 7月3日に鹿児島県防災ヘリにより情報収集活動を実施し、避難場所及び土砂崩れの映像を官邸等に共有した。

消防庁では、6月30日18時40分に、震度5弱を観測した鹿児島県に対し、地震緊急連絡を発出し、適
切な対応及び被害報告について要請した。
また、十島村が複数の島から構成され、村役場及び常備消防が島内に存在しないことを踏まえ、その後の

地震に備え、十島村役場と各島の被害情報の収集体制について確認を行った。
７月３日に震度６弱を観測した後、速やかに十島村と連絡を取り、一時間以内に全ての島民の安否を

確認した。

↑十島村悪石島の避難場所映像

○ 消防庁から近隣の９県（九州各県ほか）に対して出動準備を依頼。

○ 悪石島の消防団が、７月３日の震度6弱の地震発生後、島内を巡回し被害状況の把握や避難誘導を行った。その後
も島に残り、島民の安否確認等を継続して行った。

↑土砂崩れの状態に関する映像

地元消防機関、消防団等の対応

緊急消防援助隊等の活動状況
18

トカラ列島近海を震源とする地震に係る消防機関等の対応状況



被災自治体の対応
○ 津波警報または津波注意報が発表された市町村では、順次避難指示等を発令し、

避難を呼び掛けた。

消防庁では、７月30日８時42分及び9時43分に、津波注意報、津波警報が発表された都道府県に対し、
津波緊急連絡を発出し、適切な対応及び被害報告について要請した。
また、猛暑の中、津波警報が長時間に及んだことから、 18時30分に避難者の熱中症予防対策に関する留

意事項について、消防本部に周知。（右下参照）
同通知による熱中症による人的被害について、 中等症2名、軽症10名の報告（8月4日18時30分時点）があった。

カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波による被害及び消防機関等の対応状況（第７報）（抜粋）

市 町 村 世帯 人数 市 町 村 世帯 人数

北海道 8 28 189,673 352,923 三重県 5 5 26,830 58,418

青森県 5 3 3 1,673 3,800 兵庫県 2 8 8

岩手県 5 4 3 26,400 53,397 和歌山県 6 12 186,173 367,186

宮城県 8 5 1 25,945 62,661 岡山県 5 43,212 89,531

福島県 2 5 107,009 244,391 徳島県 4 4 15,658 30,923

茨城県 5 1 1 54,160 113,376 愛媛県 1 1

千葉県 17 6 1 36,387 77,966 高知県 9 8 1 6,805 11,387

東京都 1 1 5,208 10,633 宮崎県 5 3 1,825 3,248

神奈川県 8 4 119,853 263,728 鹿児島県 2 1 12,947 24,320

静岡県 12 3 106,519 239,391 沖縄県 6 3 4

愛知県 2 1,319 3,751 合計 117 97 15 967,604 2,011,038

警戒レベル４

避難指示都道府県

警戒レベル４

避難指示 都道府県

○ 最大で21都道府県の約200万人を超える住民に避難指示が発令された。
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地元消防機関等の対応
【県内応援の対応】
○ 熊本県において、県内応援隊３消防本部７隊が八代広域行政事務組合消防本部

に向け出動し、活動を実施。
【消防防災ヘリの対応】
○ 熊本県において防災ヘリが整備中であったことから、相互応援協定によるヘリの応援要

請を実施、長崎県、佐賀県、鹿児島県の防災ヘリが情報収集活動、孤立住民等計
29名の搬送や物資支援等の救助活動を行った。

消防庁では、8月6日17時55分に大雨に係る警戒情報を全国の地方公共団体に発出し、避難指示の適
切な発令等、災害対応に万全を期するよう呼び掛けるとともに、大雨特別警報が発表された鹿児島県及び熊
本県に対し適切な対応及び被害報告について要請した。
被災の大きかった鹿児島県、熊本県の周辺５県のヘリの応援可否の確認を行い、熊本県に対しては、必要

に応じ緊急消防援助隊等を要請するよう助言した。

↑救助活動の状況
（八代広域行政事務組合消防本部提供）

要救助者搬送場所
（球磨川緑地公園）

８月１３日 １４時２５分 佐賀県防災航空隊が対応した事案

八代市東町川床

佐賀県防災ヘリが八代市東町川床の場外離着陸場に着陸し、孤立集落内の
要救助者10名を球磨川緑地公園までピストン輸送を実施

道路崩落
発生箇所

ひがしまちかわどこ

崩土により車両
通行不可箇所
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今後発生が懸念される主な大規模地震

「地震調査研究推進本部地
震調査委員会」海溝型地震の
長期評価等より作成

我が国は、４つのプレートに囲まれ、世
界の地震（Ｍ６以上）の約２割が
発生するなど、地震の多発する国
また、我が国には、約2,000の活断層が
あるといわれている

南海トラフ地震
今後30年間でＭ8～9クラスの地震が60％～90％
程度以上の確率で発生（SSD-BPTモデル）

発生
確率

＜最大値＞
・死者約29.8万人
・想定災害関連死者数約5.2万人
・経済被害約224.9兆円+α
（R7.3中防会議南トラWG）

被害
想定

・基本計画（R7.7中防会議）
・具体活動計画（R7.6中防会議幹事会）計画等

首都直下地震（その他の南関東の地震）

今後30年間でＭ7クラスの地震が70%程度の確率
で発生

発生
確率

＜都心南部直下地震（最大値）＞
・死者約2.3万人
（うち火災による死者約1.6万人）

・経済被害約95兆円
（H25.12中防会議首都WG）

被害
想定

・基本計画（H27.3閣議決定）
・具体活動計画（R7.6中防会議幹事会）計画等

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震
(千島海溝沿い、三陸沖から房総沖)

千島海溝ではＭ8.8以上の地震が今後30年間
で7～40％の確率で発生

発生
確率

＜日本海溝モデル（最大値）＞
・死者 約19.9万人
・経済被害 約31兆円

＜千島海溝モデル（最大値）＞
・死者 約10万人
・経済被害 約17兆円

被害
想定

※R3.12
中央防災
会議WG

・基本計画（R4.9中防会議）
・具体活動計画（R7.6中防会議幹事会）計画等
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南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更の概要南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更の概要
■南海トラフ地震防災対策推進基本計画（中央防災会議決定）
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する方針・施策等を定める計画。

南海トラフ巨大地震対策についての報告書（R7.3）を踏まえた主な変更
新たな被害想定新たな被害想定

基本計画変更のポイント基本計画変更のポイント

１．「命を守る」対策と「命をつなぐ」対策の重点化
２．地震動（強い揺れ）及び火災に伴う被害への対応
３．巨大な津波に伴う被害への対応
４．超広域かつ多分野にわたる被害への対応
５．災害関連死防止のための避難者の生活環境整備等の被災者支援

11．防災・減災に関する調査研究・技術開発の推進
12．総力を結集した対策を推進するための多様な主体との連携強化
13．地震防災対策の進捗や効果の定期的かつ継続的な把握

６．国内外の社会・経済に及ぼす影響への対応
７．時間差をおいて発生する地震への対策等の推進
８．複数の災害等への同時対応（複合災害対策）
９. 主体的に防災対策に取り組む社会の醸成
10．訓練等を通じた実効性のある対策の推進

基
本
的
方
針

基
本
的
方
針

※下線：今回の見直しで追加となった項目

①被害想定の更新を踏まえた「今後10年の減災目標」を設定
②「命を守る」対策、「命をつなぐ」対策（特に重要な施策）について、重点的にモニタリングを実施
③目標の対象地域の見直し（全国目標から南海トラフ地震防災対策推進地域を対象とした目標の充実化）

新
た
な
目
標

新
た
な
目
標

安全で確実な避難の確保
〇津波ハザードマップの作成支援及び防災訓練

の実施
〇防災行政無線等の多様な防災情報伝達手

段の整備
防災教育・防災訓練の充実
〇防災教育の推進
NPO・ボランティア団体等民間主体との連携
〇ボランティア活動の実施に向けた環境整備
広域連携・支援体制の確立
〇地方公共団体の受援体制の確保
後発地震への対応
〇電子基準点網等の耐災害性強化対策 等

①社会全体における防災意識の
醸成・総合的な防災体制の構築

約17.7万人～ 約29.8万人
（早期避難意識70％） （早期避難意識20％）

※地震動：陸側、津波ケース①、冬・深夜、風速8m/s
直接死

約2.6万人～約5.2万人
※発災後の状況によっては更なる増加につながるおそれ

災害関連死
南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書（令和７年３月31日
報告書とりまとめ）

神奈川県から鹿児島県までの主に太平洋
側の広い範囲で震度６弱以上が発生

震度６弱以上の市町村数 601市町村→600市町村

静岡県から宮崎県までの主に沿岸域の一
部で震度７が発生
震度7の市町村数 143市町村→149市町村

【全割れ全11ケースの最大包絡の津波高（満潮時）】

福島県から沖縄県の太平洋側の広い範囲で
高さ３ｍ以上の津波が到達

高知県幡多郡黒潮町、土佐清水市で最大
約34mの津波

静岡県静岡市、焼津市、和歌山県東牟婁
郡太地町、東牟婁郡串本町で１ｍ以上の
津波が最短２分で到達

福島県から沖縄県の広い範囲で津波による
浸水が発生

建築物の耐震化等
〇住宅等の耐震化
〇家具の固定、ガラス等の飛散防止の対策

火災対策
〇電気に起因する出火の防止

津波に強い地域構造の構築
〇海岸保全施設整備の推進
〇避難場所・避難経路の整備

総合的な防災力の向上
〇事前復興に向けた取組の充実

等

ライフライン施設の耐震化等
〇発電・送電システムの耐震化等
〇上下水道施設の耐震化
〇通信・放送施設の対策

インフラ施設の耐震化等
〇交通インフラの機能維持に向けた対策

基幹交通網の確保
〇早期復旧に向けた体制構築

石油コンビナート対策
（長周期地震動対策）
〇石油コンビナート施設の被害防止

等

救急救命を強化する施策
〇医療施設・社会福祉施設等の耐震化
〇DMATの充実
〇医療コンテナの活用

救助体制を強化する施策・国による応援
組織の充実
〇緊急消防援助隊、消防団等の充実・強化
〇TEC-FORCE活動の強化

デジタル技術を活用した防災対策の推進
〇新総合防災情報システム（SOBO-WEB）

の推進 等

避難者等への対応
〇避難所の設備の充実
〇避難地や救援・救護活動の拠点等となる防

災公園の整備・機能強化の推進
〇キッチンカー・トレーラーハウス等に係る登録制

度の創設

食料・水、生活必需品等の物資の調達
〇備蓄の充実、物資の情報管理の整備

緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動
〇緊急輸送体制の確保

燃料の供給対策
〇災害時に備えた燃料供給体制の確保

等

具
体
的
に
実
施
す
べ
き
主
な
対
策

具
体
的
に
実
施
す
べ
き
主
な
対
策

②被害の絶対量を減らす取組
建築物の耐震化等 ③ライフライン・インフラの強化 ④救助体制・救急救命

を強化する施策・防災DX
⑤被災者支援、

災害関連死防止の対策

概ね８割減少から約29万８千人想定される死者数

概ね５割減少から約235万棟想定される建築物の全壊焼失棟数

具体目標の数： ４８個 ２０５個に拡充

○地域毎に被災状況を想定したシミュレーション等を実施した上で、「命を守る」対策と「命をつなぐ」対策を重点施策として推進推進計画の作成・変更にあたってのポイント推進計画の作成・変更にあたってのポイント ※国が協働して推進

R7.7.1 中央防災会議決定
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南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)発表を受けての防災対応に関する検証と改善方策（一部抜粋）

出典：内閣府HP 「https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/24/index.html」

R6.12.20 内閣府（防災担当）
作成資料



首都直下地震対策検討ＷＧ第
２回（R6.6.24）資料より
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○平成２６年９月２７日１１時５２分､長野県御嶽山で大規模な噴火が発生
○人的被害 ： 死者５８名､負傷者６９名､行方不明者５名

被害の状況被害の状況 ※消防庁被害報第40報（平成27年11月6日17時00分現在）

１ 出動状況
○発災後､長野県知事の要請を受け､直ちに１都３県（東京都､愛知県､静岡県､山梨県）から緊急消防援助

隊が出動。その後､捜索活動の体制強化を図るため、新たに２県（富山県、岐阜県）に出動を要請
○９/２７～１０/１７（２１日間）：延べ１,０４９隊､４,３３２名が活動

２ 活動状況
○山頂付近などで救助・検索及び搬送活動
○削岩機､ハンマードリル､スコップ等の救助資機材による救助活動
○東京消防庁ヘリによる情報収集活動

３ 安全管理
○火山ガス検知器や防毒マスク等を活用し､隊員の安全管理を実施
○気象庁からの火山性微動や降雨等の情報は､逐次隊員へ連絡
○火山灰が堆積した急峻な山道での活動による事故を防ぐため､自衛隊ヘリにより救助隊を輸送

担架による負傷者搬送

火山性ガスを検知する救助隊

ロープを使用した３倍力による救助活動

自衛隊大型ヘリ（CH-４７）による
救助隊の輸送

○緊急消防援助隊・長野県内応援消防本部・警察・自衛隊・ＤＭＡＴ等 が､地元消防本部及び消防団と連携
し､御嶽山山頂付近などで救助活動を展開

○消防機関による救助・搬送者数 ： ８６名(９月２７日～１０月１６日)

緊急消防援助隊の活動緊急消防援助隊の活動

消防機関の活動消防機関の活動

○標高３,０００メートルの急峻な場所で､粘土質化した火山灰等で足場が悪い上､火山性微動や火山ガス､
降雨の影響で幾度となく活動の中断を余儀なくされる等､体力的にも精神的にも過酷な環境下での活動

○火山ガス検知器や防毒マスク等を活用するとともに､気象庁から火山活動に係る重要情報の伝達､自衛
隊ヘリによる部隊輸送等を行い､隊員の安全管理を徹底した活動

特徴的な活動特徴的な活動

木曽広域

消防本部

県内応援

消防本部
消防団

下呂市

消防本部

県内応援

消防本部
消防団

活動人員数ピーク時
（9月28日） 約210名 約60名 約100名 約70名 約10名 約10名 約10名 約470名

活動延べ人員数 約4,330名 約7,240名

緊急消防
援助隊

長野県 岐阜県
合計

約2,865名 約45名

平成26年９月御嶽山噴火災害
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我が国の活火山の分布
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噴火警戒レベル

【気象庁HPより】
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活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律（令和５年法律第60号）の概要 令和６年４月１日施行

◇ 改正の趣旨
近年、富士山の市街地近くで新たな火口が発見されたこと等による想定される火口の範囲の拡大や、桜島で大規模噴火の可能性が指摘されたこ

となど、日本全国で火山活動が活発化した際の備えが急務となっている。
このような状況に鑑み、活動火山対策の更なる強化を図り、住民、登山者等の生命及び身体の安全を確保することを目的とし、以下を改正し、所

要の措置を講ずる。

◇ 改正内容

①避難確保計画の作成等に係る市町村長による援助等（第８条関係）【追加】

【現状】
不特定多数の者が利用する施設や、避難に時間を要する要配慮者が利用する

施設に作成が義務付けられている、利用者の安全を確保するための避難確保計
画の作成が十分に進んでいない。

【原因】
・避難確保計画作成に係るノウハウの不足
・小規模な施設にとって、計画作成そのものが負担となっていること 等

・市町村長は、避難確保計画の作成及び変更並びに実施に関し必要な情
報の提供、助言その他の援助を実施

・火山防災協議会が市町村長をサポート

避難確保計画の作成状況
避難促進施設に位置づけられた559施設中、452施設

で避難確保計画作成済み （令和４年９月末時点）

②登山の期日、経路等の情報の提供を容易にするための 配慮等
（第11条関係）【追加】

・地方公共団体が登山届等提出の容易化に配慮することを規定（オンライン
による登山届の導入等）

・登山届等の情報が火山噴火時等の救助活動にとって重要であることを明記
・登山届等の提出の努力義務規定の内容を強化

③迅速かつ的確な情報の伝達等（第12条関係）【追加】

情報通信技術の活用等を通じて、火山現象の発生時における住民や登山者等
の円滑かつ迅速な避難のために必要な情報を迅速かつ的確に伝達することを規
定

④火山現象に関し専門的な知識又は技術を有する人材の育成
及び継続的な確保等（第30条関係）【追加】

国及び地方公共団体は、相互の連携の下に、
・火山に関し専門的な知識又は技術を習得させるための教育の充実を図り、
・その知識又は技術を有する人材の能力の発揮の機会を確保すること

等を通じた人材の育成及び継続的な確保に努めなければならない。

国は、火山に関する観測、測量、調査及び研究を推進するため、必要な予算等の
確保や、地方公共団体に対する必要な援助に努めなければならない。

⑤火山調査研究推進本部の設置（第31条～第36条関係）【新規】

文部科学省に、火山に関する観測、測量、調査及び研究を一元的に推進するため
の火山調査研究推進本部を設置

【推進本部でつかさどる事務】
①観測、測量、調査及び研究の推進について総合的かつ基本的な施策を立案
②関係行政機関の火山に関する調査研究予算等の事務の調整
③総合的な調査観測計画を策定
④関係行政機関、大学等の調査結果等を収集、整理、 分析し、総合的な評価を実施
⑤総合的な評価に基づく広報

⑥火山防災の日（第37条関係）【新規】

・国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を
深めるため、８月26日を「火山防災の日」に制定

・火山防災の日には、防災訓練等その趣旨に
ふさわしい行事が実施されるよう努める。

明治44年８月26日は、浅間山に日本で最初の
火山観測所が設置され、観測が始まった日です。

浅間火山観測所

⑦検討（附則第７項関係）【新規】

政府は、火山に関する最新の科学的知見等を勘案し、活動火山対策の在り方につ
いて検討を加え、必要な措置を講ずる。
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火山防災対策に係る消防庁の取組

消防防災施設整備費補助金

【退避壕、退避舎等の整備】

民間施設改修の例（富山県立山町）

補助スキーム例（国補助＋県補助）

○民間施設の新設・改修への補助（平成３０年度～）

○公共施設の新設・改修

民間事業者が行う退避施設等の新設や山小屋等を活用し
た退避施設の整備（屋根・壁面のアラミド繊維補強等）に係
る費用について、地方公共団体が補助する場合に活用可
能。

地方公共団体の補助に対して、1/3を補助。
（活火山法第14条の避難施設緊急整備計画に掲げる施設にあっては1/2）

富山県立山町で令和５年度に実施。
（補助率1/3、補助額：12,000千円）

退避施設を地方公共団体が新設・改修する場合に活用可能。

地方公共団体の整備費用に対して、1/3を補助。
（活火山法第14条の避難施設緊急整備計画に掲げる施設にあっては1/2）

岐阜県下呂市で令和６年度に実施。
（補助率1/3、 補助額：27,271千円）

退避壕整備の例（岐阜県下呂市）

※ 負担額・補助額に対する８割の特別交付税措置あり

※ 負担額（地方債の元利償還金を含む）・補助額に対する８割の特別交付税措置あり

補助スキーム例（国補助＋県補助）

町補助：９割 山小屋等

経営者

負担：１割国補助：３割 県補助：３割※ 市町村負担：３割※

国補助：1/3 県補助：1/3※
市町村負担：1/3

一般補助施設
整備等事業債

：90%※
一般財源

：10%※
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火山防災対策に係る消防庁の取組

〈補助率〉 原則1/3（９火山については、1/2）

〈補助実績 交付決定額〉 （単位：千円）

民間施設の退避舎改修事業

（富山県立山町）

噴石対策イメージ

※補助率1/2：活火山法第14条に基づき、避難施設緊急整備地域（９火山周辺地域）に指定された

関係都道府県が作成した避難施設緊急整備計画に掲げる施設が対象

９火山 ：桜島、阿蘇山、有珠山、伊豆大島、十勝岳、雲仙岳、三宅島、霧島山（新燃岳）、口永良部島

民間所有施設地方公共団体所有施設
年度

補助額事業補助団体補助額事業整備団体

12,000退避舎改修富山県立山町令和５年度

14,377退避壕新設岐阜県下呂市
令和６年度

12,894退避舎改修岐阜県下呂市

28,877退避舎改修富山県立山町令和７年度

※補助金の充当残額の80%について特別交付税措置あり

【消防防災施設整備費補助金（令和８年度予算概算要求額 13.7億円の内数）】

活動火山対策避難施設（退避壕、退避舎等）を新設・改修する地方公共団体に
対し、整備に要する費用の一部を補助。

同施設を新設・改修する民間事業者に補助する地方公共団体に対し、
補助額の一部を補助。

【参考：令和７年度までの地方財政措置】
緊急防災・減災事業債（令和７年度地方債計画 ：5,000億円の内数）

〈対象事業〉 地方公共団体が単独で行う活動火山対策避難施設（退避壕、退避舎等）の整備
〈充当率〉 100％
〈交付税措置〉 元利償還金の70％について普通交付税措置あり
〈事業年度〉 令和７年度まで

（令和７年度までに建設工事に着手した事業については、令和８年度以降も現行と同様の地方財政措置を講じる）
※事業期間終了後の在り方については、地方団体における防災・減災対策に関する取組や地域の実情、課題等を踏まえて検討 30



３．災害対応力強化のための研修等
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平時からの備え災害時の対応

■ 災害対応体制の整備
・ 災害事象ごとに災害対策本部の設置基準を設定
する。

・ 災害対策本部における業務内容・分担を明確にし
ておく。

■ 災害対策本部の設置・運営
・ 災害対策本部を設置し、平時とは異なる災害
応急対策を遂行する体制を確立する。

・ 住民に向けて正確に情報を発信する。

体
制

■ 避難情報の発令体制の整備
・ 災害種別ごとに具体的でわかりやすい避難情報
の発令基準をあらかじめ策定する。

・ 複数の情報伝達手段を確保し、災害時に確実に
使用できるようにする。

・ 住民に対し、災害リスク、災害時にとるべき行動を
説明し、理解促進を図る。

■ 避難情報の発令
・ 気象情報・河川情報等を基に、適時的確に

避難情報（高齢者避難、避難指示、緊急安
全確保）を発令する。

・ 住民に確実に避難指示等を伝達する。

警
戒

市町村長は災害対策基本法に基づき、災害時の災害応急対策を迅速かつ的確に行う責務がある。
市町村長は全庁的な災害対応体制を確立し、災害のフェーズに応じた的確な判断・指示を行う必要がある。

災害応急対策とは、
・体制の確立
・情報の収集
・警戒・避難
・救助・救急、消火活動
・医療活動

・インフラ、ライフライン
・避難所運営
・物資供給
・被災者生活再建支援
・災害廃棄物処理

等を指す。

そのため、市町村長は
自らが参加した全庁的な防災訓練の実施、
庁舎の耐震化、防災情報システムの整備などを行い、
災害時に備え万全を期す必要がある。

市町村が行うべき災害応急対策①
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平時からの備え災害時の対応

■ 防災情報システムの整備
・ カメラ、ヘリテレ、119番入電状況等の情報を収集・
分析するため、防災情報システムを整備する。

■ 情報の収集・分析
・ 情報の収集・分析を的確に行い、情報空白地域
の有無を含め、被害状況を迅速に把握する。

発
災

■ 受援体制の整備
・ 救助活動等を行う警察・消防・自衛隊等の活動拠
点等を確保するなど、受援体制を整備しておく。

■ 救助・救急活動
・ 被害情報を基に、人命を最優先に救助・救急
活動にあたる。

・ 被害を過小評価することなく、緊急消防援助隊、
自衛隊等の応援要請を迅速に実施する。

■ 避難所の指定・確保
・ 安全な避難所を指定し、周知を図る。
・ 避難者数の想定に応じて、物資の備蓄をするととも
に、追加調達ができるよう相互応援協定の締結を進
める。

■ 避難所の運営、生活環境の整備
・ 避難所を速やかに開設し、住民の安全性を
確保する。

・ 迅速に食糧などの必要な物資を確保し、生活
環境を整備する。

被
災
者
支
援 ■ 応援職員の受入体制の整備

・ 膨大な事務量に対応できるよう他市町村等からの
応援職員受入れのための受援体制を整備しておく。

■ 住まい確保
・ 必要な支援を確保するため、被害認定調査、
罹災証明書等の交付を迅速に行う。

・ 災害救助法、被災者生活再建支援法等の
適用により、仮設住宅等を提供する。

市町村が行うべき災害応急対策②
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市町村の災害対応力強化のための研修・訓練
背景・課題

○

施策の概要

今後の取組 ・ 留意事項

【市町村長の災害対応力強化のための研修】

・市町村長が災害時に的確に判断し、迅速に指示が出せるよう個別面談方式により行う実践的な研修

・避難指示の発令等、様々な状況を付与したシナリオ非提示型訓練

市町村長は、災害時にリーダーシップを発揮し、的確な災害対応を行うことが求められることから、市町村長の災害対応力強化のための研修・訓練を実施

【全国防災・危機管理トップセミナー】

・有識者、災害を経験した市町村長による講演

○ 消防庁では、引き続き、このような研修・訓練を通じて、市町村長の災害対応力の強化を図ることとしており、

積極的な参加をご検討されたい。

○ 災害対応を経験された市町村長の教訓・知見をまとめた以下の冊子を刊行しているので、積極的に事務の

参考とされたい。 「市町村長による危機管理の要諦」「災害対応事例集」

全国防災・危機管理トップセミナー市町村長の災害対応力強化のための研修

町村長市区長後期前期

 令和７年10月 令和７年４月 令和７年９月 令和７年４月募集

 令和７年11月19日 令和７年６月４日
 令和７年11月中旬（オンライン４回）

 令和７年11月20日（対面１回）

 （合計20名×５回）

 令和７年５、６月（オンライン６回）

 令和７年６月５日（対面１回）

 （合計20名×７回）

日時

 ビジョンセンター東京虎ノ門 全国都市会館 個別面談方式（対面・オンライン方式）場所

イ
メ
ー
ジ

市町村長の受講の様子（対面方式） 市町村長の受講の様子（オンライン方式） 講演の様子 会場の様子

詳しくはこちら

（消防庁HP）
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自然災害、国民保護事案等の危機事態における初動対応に関し、市町村長自身が頭に刻み込んでおくべき重要事項は次のとおりである。

「市町村長による危機管理の要諦」は、市町村長が災害対応で経験したことを、
良かった点、失敗談も含めて、市町村長のためにまとめた冊子です。

市町村長はもちろん、防災・危機管理関係の職員も、ぜひ一度ご一読ください。

１ 市町村長の責任・心構え
（１）危機管理においては、トップである市町村長が全責任を負う覚悟を

もって陣頭指揮を執る。
（２）最も重要なことは、①駆けつける、②体制をつくる、③状況を把握する、

④目標・対策について判断（意思決定）する、⑤住民に呼び掛ける、
の５点である。

（３）市町村長が最初に自ら判断すべき事項は、避難指示等の発令と
緊急消防援助隊や自衛隊の応援に係る都道府県への要求である。

（４）災害状況が正確に把握できない場合でも、最悪の事態を想定して
判断し、行動する。

（５）緊急時に市町村長を補佐する危機管理担当幹部を確保・育成する。
（６）訓練でできないことは本番ではできない。訓練を侮らず、市町村長

自ら訓練に参加し、危機管理能力を身に付ける。

２ 市町村長の緊急参集
（１）危機事態が発生した場合（または発生が予想される場合）は、

最悪の事態を想定し、一刻も早く本庁舎（災害対策本部設置予定
場所）に駆けつける。

（２）市町村長は、災害等が予想される場合には即座に本庁舎に駆けつけ
ることができるよう待機する。

（３）市町村長が即座に参集できない場合に備え、あらかじめ特別職の
権限代行者（副市町村長等）を定め、周知しておく。災害等が特に
予想されない平常時において、市町村長が市町村外へ離れる場合は
権限代行者を市町村内に所在させておくことが必要である。

（４）緊急時には、第一報を覚知した宿直等から、直接かつ迅速に、
市町村長に情報が入る体制をあらかじめ確立しておくとともに、
市町村長は、常に連絡を取れる体制をとっておく必要がある。

（５）市町村長が有効にリーダーシップを発揮できるよう、職員の初動体制
（宿日直体制・緊急参集体制）をあらかじめ構築しておく。

３ 災害時の応急体制の早期確立
（１）準備、体制構築が早すぎて非難されることはないので、躊躇せずに災害

対策本部等を立ち上げる。
（２）声の出せない地域ほど最悪の事態が起きている可能性が高い。被害情報

の取れない地域こそあらゆる手段を用いて情報を取りにいく。
（３）最悪の事態を想定して、災害時の応急対応に従事する職員の安全管理

に配慮する。また、災害時の応急対応に従事する職員の健康管理にも十分
気を配る必要がある。

４ 避難指示等の的確な発令
（１）災害が発生する危険性が高い状況を地域の住民に直接伝達する最も

有効な手段が避難指示等を発令すること。避難指示等の発令は、住民の
生命を守るための災害時における市町村長の最大の使命。

（２）特別警報などの生命に関わる気象情報の伝達や避難指示等の発令は、
｢見逃し｣より｢空振り｣の方が良く、昼夜を問わず、あらゆる手段を用いて住民へ
伝達するとともに、要配慮者については昼間から早めの避難準備行動を促す。

（３）平常時から、気象情報等に対応した避難指示等の発令基準を設定して
おくことは、避難指示等のスムーズな発令をする上で欠かせない。

（４）避難指示等を発令した結果、被害が発生しなかったとしても、「空振りで
良かった」と捉える住民意識の醸成を促進すること。

５ 都道府県、消防機関、自衛隊等に対する応援要請
（１）まず、都道府県、消防機関、自衛隊等へ一報する。
（２）都道府県、消防機関、自衛隊等のカウンターパートの連絡先を把握・

登録する。
（３）平素から、関係機関のトップとの良好な関係を構築する。

６ マスコミ等を活用した住民への呼び掛け
（１）市町村長が自ら前面に出て会見を行い、住民へのメッセージ等を伝える。
（２）情報を包み隠さず、正確に公表する。
（３）時機を失せず、定期的に発表する。

市町村長による危機管理の要諦 ー初動対応を中心としてー
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令和６年度の災害を中心とした事例集

石川県能登地方を震源
とする地震

○ 令和５年５月５日14時42分、能登半島沖を震源とするM6.5の
地震が発生し、石川県珠洲市で震度６強を観測。同日21時58分
同じく能登半島沖を震源とするM5.9の地震が発生し、同市で
震度５強を観測。

人的被害：死者１名、負傷者52名
住家被害：全壊40棟、半壊313棟、一部破損3,073棟

令和6年能登半島地震

○ 令和６年１月１日16時10分、石川県能登地方を震源とする
M7.6 の地震が発生

○ 石川県輪島市や志賀町で震度７、北陸地方を中心に北海道から
九州地方にかけて、非常に広範囲で揺れを観測。

人的被害：死者447人、行方不明者３人、負傷者1,344人
住家被害：全壊6,436棟、半壊23.075棟、一部破損109,348棟

床上浸水６棟、床下浸水19棟 (R6.11.21現在)

令和6年9月20日
からの大雨

○ 石川県で21 日午前に線状降水帯が発生し、多いところでは総
降水量が500ミリを超え、平年の９月の月降水量の２倍を上回る
など、北陸地方や東北地方の日本海側では記録的な大雨となった
人的被害：死者16人、負傷者47人
住家被害：全壊108棟、半壊565棟、一部破損59棟

床上浸水285棟、床下浸水1,284棟 (R6.11.21現在)

令和6年7月25日
からの大雨

○ 令和６年７月 23 日頃から東北地方の日本海側を中心に北日本
から西日本 にかけて大雨 。特に山形県では 線状降水帯が発生
○ 東北地方を中心に、３日間の降水量が 400 ミリを超えた地点
や平年の７月の月降水量を超えた地点があった。
人的被害：死者５人、負傷者５人 、住家被害：2,098棟

 「災害対応事例集」は、災害対応した市町村長にインタビューして、
災害対応の教訓などをメッセージとしてまとめた冊子です。

 市町村長はもちろん、防災・危機管理関係の職員も、ぜひ一度ご一読ください。

山形県戸沢村

石川県珠洲市

石川県輪島市

石川県志賀町

石川県能登町

石川県穴水町

石川県七尾市

石川県金沢市

山形県酒田市

掲載自治体（令和6年度の災害を中心とした事例集）
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防災職員数 団体数 割合

0人 443 25.4%

1人～4人 659 37.9%

5人～9人 425 24.4%

10人～14人 120 6.9%

15人～19人 43 2.5%

20人～ 51 2.9%

合計 1,741 100.0%

 東日本大震災以降、市区町村の防災専任職員は大幅に増加 （H24：5,292人⇒R6：8,257人）

 一般行政職に占める防災専任職員の割合は、全国平均で１％程度

 防災専任職員が0人の市町村は25.4％、その場合、防災業務は総務課の職員が兼務している場合が多い

＜市区町村における一般行政職員数及び防災専任職員数の状況＞

※ 総務省「地方公共団体定員管理調査結果」より作成

一般行政
職員数

防災職員数
一般行政職に占める

防災職員の割合

697,282 8,257 1.18%

令和6年4月1日時点

防災職員数 団体数 割合

0人 664 38.1%

1人～4人 670 38.5%

5人～9人 294 16.9%

10人～14人 64 3.7%

15人～19人 25 1.4%

20人～ 25 1.4%

合計 1,742 100.0%

一般行政
職員数

防災職員数
一般行政職に占める

防災職員の割合

668,338 5,292 0.79%

平成24年4月1日時点

443団体中、人口５万
人未満の団体は433団

体（97.7％）

地域防災マネージャー制度

退職自衛官等の防災の専門性を有する外部人材を、地
方公共団体の「防災監」や「危機管理監」等で採用・
配置するに当たり、必要となる知識・経験等を有する
者を「地域防災マネージャー」として証明することで、
地方公共団体における人材確保に資する
※ なお、「地域防災マネージャー」の交付を受けた者
の採用・配置に要する経費（人件費）については、特
別交付税措置の対象となる

気象防災アドバイザー
気象庁では、地域の気象と防災に精通した方に「気象
防災アドバイザー」を委嘱し、自治体での防災対応に
おいて活用いただく取組を推進しており、気象予報士
を対象とした育成研修の実施と気象庁退職者への委嘱
により気象防災アドバイザーの拡充を実施
自治体の防災担当職員の一員として、平常時から災害
時も含め、防災業務に従事することも可能
※フルタイム勤務のほか、事前に契約して悪天時に気

象の見通しの解説や避難情報に関する助言の実施、
単発契約で研修・講演への対応等も可能

防災専門人材活用制度の紹介

市区町村の防災体制（防災職員）



「防災・危機管理e-カレッジ」は、インターネット上で、いつで
も、誰でも、無料で防災の知識や災害時の危機管理について学習が
できるサイトです。
下記の動画を新たに追加しましたので、ご活用いただきますよう

よろしくお願いします。
https://www.fdma.go.jp/relocation/e-college/

サイトへは
こちら

「御用聞き」がつなぐ
防災教育

～新潟県長岡市の将来にわたっ
て

続けられる防災教育支援～

『命の矢印』プロジェクト
～支援が必要な方と

一緒に行う合同避難訓練と、
防災を身近にする取り組み～

〇下掲の「こども向け」のページを下にスクロール
していくと、右記の動画を見つけることができます。

〇下掲の「一般の方向け」のページを下にスクロールし、
「共助」のタブをクリックすると、右記の動画を見つ
けることができます。

未来の消防団員へ
地域防災教育・
団員の加入促進

～消防団×学校がタッグ～
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４．地方公共団体における業務継続について
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（前回比±0団体）

（前回比±0団体）

重要６要素の策定済数の状況（令和６年４月１日現在）

市町村都道府県

1,72647(1)首長不在時の明確な代行順位
及び職員の参集体制

1,62746(2)本庁舎が使用できなくなった
場合の代替庁舎の特定

1,06847(3)電気、水、食料等の確保

1,538 47(4)災害時にもつながりやすい
多様な通信手段の確保

1,508 47(5)重要な行政データのバック
アップ

1,63847(6)非常時優先業務の整理
※割合の算出に当たっては、端数処理（四捨五入）のため、割合の合計は100％にならない場合があります。

地方公共団体等の防災関係機関は，災害時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため，災害時に
必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強化を図る必要がある
ことから，業務継続計画の策定等により，業務継続性の確保を図るものとする。

業務継続計画：優先的に実施すべき業務を特定し、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定める計画。
（全ての地方公共団体で計画策定済み）

「市町村のための業務継続計画作成ガイド」（平成27年５月内閣府（防災担当））において
示された業務継続計画に定めるべき特に重要な６要素

①職員の研修や訓練等により実効性を確認し、必要な見直しを継続的に行うこと。
②定めるべき重要６要素について定めていない項目がある場合は、その整備を行うこと。

地方公共団体に対し、以下を周知

業務継続性の確保の必要性＜防災基本計画（抄）＞

地方公共団体における業務継続計画
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（都道府県地域防災計画〉
第四十条第三項
都道府県防災会議は、都道府県地域防災計画を定めるに当

たっては、災害が発生し、又は発生するおそれがある揚合におい
て管轄指定地方行政機関等（※）が円滑に他の者の応援を
受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとす
る。
（※管轄指定地方行政機関等…当該都道府県の区域の全
部又は一部を管轄する指定地方行政機関、当該都道府県、
当該都道府県の区域内の市町村、指定公共機関、指定地方
公共機関及び当該都道 府県の区域内の公共的団体その他
防災上重要な施設の管理者）
（市町村地域防災計画）
第四十二条第四項
市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たっ

ては、災害が発生し、又は発生するおそれがある揚合において当
該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応
援することができるよう配慮するものとする。

•災害対策基本法の改正（平成24年）により、都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計画を定めるに
当たり、各防災機関が円滑に他の者の応援を受け、または応援することができるよう配慮することが規定された。

•これをふまえ、「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン」（平成29年３月内閣府）及び
「市町村のための人的応援の受入れに関する受援計画作成の手引き」（令和２年４月内閣府〈令和７年４
月改訂〉）が策定され、地方公共団体における受援計画の策定を促している。

（参考）災害対策基本法＜地方公共団体における受援計画（応援職員受入れに関する規定）の策
定状況＞（令和６年４月１日現在）

今後の取組 ・ 留意事項

都道府県は、受援計画作成を通じて、庁内全体の受援担当者や
受援対象業務ごとの担当者選定、応援職員の執務スペースのあらか
じめの確保、応援職員等が宿泊場所として活用可能な施設のリスト
化による受援体制を構築するとともに、民間事業者等との災害時にお
ける協定の締結に取り組んでいただきたい。

地方公共団体における受援計画（応援職員受入れに関する規定）
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「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査」（消防庁）より

○ 災害応急対策の拠点、避難場所等となる公共施設等は、耐震化が必要であり、これまでも
着実に取り組んできた。

○ 市町村の災害対策本部設置庁舎が未耐震の場合、本部機能に支障が生ずることがないよう、
耐震化済みの代替庁舎を指定する必要がある。

防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況

■ 施設区分別の耐震率

令和６年４月１日平成１４年３月末施 設 区 分

９９．７％４６.７ ％文教施設（校舎､体育館） （指定緊急避難場所等に指定）

９６．０％５７.５ ％診療施設 （医療救護施設に位置づけ）

９４．１％５１.４ ％社会福祉施設

９３．６％４７.２ ％庁舎 （災害応急対策の実施拠点）

９６．２％５６.４ ％消防本部、消防署所

８８．２％５１.０ ％警察本部、警察署等

９６．８％４８.９ ％全体平均 （防災拠点となる公共施設等）

■ 市町村における災害対策本部設置庁舎の耐震率（令和６年４月１日）

９２.０ ％災害対策本部設置庁舎の耐震率

９９.９ ％災害対策本部庁舎又は代替庁舎で耐震化されている割合
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防災拠点となる公共施設等の耐震化の支援

災害応急対策の拠点となるべき庁舎が、耐震性の不足により使
用不能となった事例が発生

下記の支援措置を活用するなどにより、早急に耐震化に取り組
むことが必要

■ 緊急防災・減災事業債

【耐震化に係る対象事業】

災害時に災害対策の拠点となる市町村庁舎、消防本部及び消防署所等の耐震化

※耐震診断に係る経費には特別交付税措置あり（措置率０．７）

【地方債の充当率等】 充当率100%    交付税措置70%

【事業年度】 令和７年度まで

地震により被災した庁舎

【建替に係る対象事業】

①早急に耐震化を行う必要があり、全部改築することがやむを得ないと認められる消防署所等

②未耐震の自治体本庁舎、消防本部・消防学校等の建替え （※）に併せて整備する次の施設

ア 災害対策本部の設置に係る施設（災害対策本部員室など）

イ 応援職員の受入れに係る施設（応援職員が執務を行うためのスペース）

ウ 災害応急対策に係る施設（一時待避所、物資集積所など）

※ 自治体本庁舎は令和３年８月から、消防学校・消防本部等は令和４年度から対象
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○ 毎年度、災害対策本部が設置される庁舎における非常用電源の設置状況や稼働時間についての調査結果を公表し、
整備の推進を働きかけている。

○ 災害対策本部設置庁舎における非常用電源の整備率は97％と進んでいるが、非常用電源整備済市町村の
うち72時間以上の稼働時間を確保する市町村は61.3％にとどまる。

人命救助の観点から重要な「72時間」は、外部からの供給なしで非常用電源を稼働可能とすることが望ましいことか
ら、あらかじめ燃料等の備蓄に努めること。

○非常用電源の整備状況 ○72時間以上の稼働時間の確保状況

非常用電源の整備状況等（令和６年４月１日現在）

都道府県では、
72時間以上： 46団体（前年と同じ）

48時間未満： 1団体（前年と同じ）

都道府県では、
47団体（100％）で設置済

（前年同）
市町村では、

1,689団体（97％）で設置済
（前年比＋13団体、＋0.7％）

0

200

400

600

800

1000

1200

72時間以上 72時間未満 48時間未満 24時間未満

市町村
1,689団体1,077団体

（前年比＋49団体）

137団体
（前年比－6団体）

160団体
（前年比－5団体）

315団体
（前年比－25団体）

※非常用電源設置済と回答した団体が対象

都道府県では全団体で設置済

市町村
1,741団体

設置済：1,689団体 97%

未設置：52団体 3%

防災拠点における非常用電源の整備①
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耐震・免震対策をしていない団体の今後の予定

水害対策をしていない団体の今後の予定
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令和６年度中

に対策予定

令和７年度以降

に対策予定

未定

44団体
11団体

337団体
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令和６年度中

に対策予定

令和７年度以降

に対策予定

未定

13団体

35団体

109団体

市町村
392団体

市町村
157団体

水害対策（令和６年４月1日現在）

都道府県
47団体

対策なし：9団体
19.1%

対策済：38団体 80.9%

市町村
1,689団体

対策済：1,297団体 76.8％

対策なし：392団体
23.2%

※今回調査から設置済み団体数を分母としている。

耐震・免震対策（令和６年４月1日現在）

※都道府県では全団体で対策済

市町村
1,689団体

対策済：1,532団体 90.7%
（前回比+19団体）

対策なし：157団体 9.3%
（前年比-6団体）

防災拠点における非常用電源の整備②
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５．住民避難
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対 象 者 ○要配慮者（高齢者や障害者など）のうち自ら避難することが困難であり、その円滑かつ迅
速な避難の確保を図るため特に支援を要する避難行動要支援者

作 成 ○市町村が作成しておかなければならない（義務規定）

記 載 内 容 ○氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先
○避難支援等を必要とする事由
○避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項

避難行動要支援者名簿の避難支援等関係者（※）などへの提供

○ 高齢者や障害者など自ら避難することが困難な避難行動要支援者について、避難の支援、安否

の確認などの避難支援等を実施するための基礎とする名簿

○ 平成25年の改正において災害対策基本法に位置づけたもの

※対象者である避難行動要支援者の把握に努め（努力義務）、避難行動要支援者名簿を作成することと
されている。

（※）避難支援等関係者：消防、警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織など

○平時は、条例に特別の定めがある場合又は避難行動要支援者本人等の同意がある場合に提供し、災害
時は本人の同意を要しない。

○事前提供の未実施団体数：８８団体 すべての団体が名簿更新実施（令和７年４月１日時点）

○ 令和７年４月１日現在、すべての団体で作成済み

避難行動要支援者名簿について
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対 象 者 ○要配慮者（高齢者や障害者など）のうち自ら避難することが困難であり、その円滑かつ迅
速な避難の確保を図るため特に支援を要する避難行動要支援者

作 成

※地域における災害被害の想定や本人の心身の状況などを踏まえ、優先度が高い方から計画を作成

※個別避難計画は、避難行動要支援者本人の同意を得て作成

※個別避難計画の作成に要する経費について、普通交付税で措置

記 載 内 容 （氏名、住所等のほか） ○避難支援等を実施する者 ○避難先 等

個別避難計画の避難支援等関係者（※）などへの提供

○ 高齢者や障害者など自ら避難することが困難な避難行動要支援者ごとに作成する避難支援の

ための計画

○ 令和３年の改正において災害対策基本法に位置づけたもの

○ 令和７年４月１日現在、個別避難計画の策定に着手済みの団体は1,691団体（97.1%）

（※）避難支援等関係者：消防、警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織など

○市町村が作成に努める（努力義務）ものとし、福祉専門職など関係者と連携して計画を作成

○適切な避難支援等が実施されるよう、個別避難計画情報を避難支援等関係者などに提供

○平時は、条例に特別の定めがある場合又は避難行動要支援者本人等の同意がある場合に提供し、災
害時は本人の同意を要しない。

（参考）避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針 平成25年８月（令和３年５月改訂） 内閣府（防災担当）

個別避難計画について



○指定緊急避難場所
災害の危険から命を守るために緊急的に避難をする場所
土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定

＜土砂災害に対する指定緊急避難場所の例＞

○ 指定緊急避難場所と指定避難所の指定に際しては、以下の区別やそれぞれの指定基準
等に十分留意の上、適切な指定をする。 （※両者を兼ねて指定することも可能）

対象とする
災害に対し、
安全な構造
である堅牢
な建築物

対象とする

災害の危険が

及ばない学校

のグラウンド・

駐車場等

＜地震、大規模な火事等に対する指定緊急避難場所の例＞

○指定避難所
災害の危険に伴い避難をしてきた人々が一定期間滞在する施設

学校・
体育館等の
公共施設

公民館等の
公共施設

災
害
発
生

又
は

災
害
発
生
の
お
そ
れ

避難指示等
の発令

自宅滞在
不可能
と判断

「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の区別
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タイムラインの策定・見直し、
住民への普及啓発に活用可能な支援措置

○令和４年に改定された「防災基本計画」には、災害時に発生する状況を予め想定し、各機関が実施する災害対応を時系列で整理し
た防災行動計画（タイムライン）の作成や必要に応じた見直し、効果的な運用に努めるよう記載されたところ。

○これを踏まえ、消防庁から以下の内容を盛り込んだ事務連絡を発出し、周知を依頼。
（※「タイムラインの策定・見直し及び住民への普及啓発」 （令和４年９月２８日 消防庁国民保護・防災部防災課長））
・市町村によるタイムラインの積極的な活用、住民への効果的な普及啓発、自主防災組織と連携したタイムライン策定を行っている事例
・タイムラインの策定・見直し、住民への普及啓発を対象とした支援措置

緊急防災・減災事業（特別交付税）

・市町村によるタイムライン策定・見直しに要する経費
・住民に対するタイムラインの普及啓発経費

※東日本大震災を教訓として実施する地方単独事業の非適債
経費に限る。

内容

地方公共団体対象

交付税措置：70％措置率

令和７年度まで備考

自主防災組織等活性化推進事業

・自主防災組織等の活性化を推進する取組を国費で支援内容

地方公共団体対象

市町村によるタイムラインの積極的な活用、
住民への効果的な普及啓発、自主防災組織と連携した

タイムライン策定を行っている事例
三重県紀宝町 タイムラインによる防災対応

茨城県WEB版マイ・タイムライン作成
システムによる住民への普及啓発

まつやまマイ・タイムライン（施設版）
※消防団・自主防災組織等連携促進支援事業（令和3年度）

・全国に先駆けた独自のタイムライン策定を平成23年台

風第12号における河川氾濫をきっかけに試行を経て
平成27年に町独自に策定。

・タイムラインの効果（計39回タイムライン運用）

H29年台風第21号、R２年台風第14号などで運用。
・紀宝町タイムライン防災情報共有システムを整備。

紀宝町タイムライン防災情報共有システム

・マイ・タイムラインをWeb上で作成し、スマホ等
の端末に保存できる仕組みを開発。

・家庭でのマイ・タイムラインの作成に活用。

・学校等で、タブレット端末等で作成するなど防災教育
に活用。 茨城県 WEB版マイ・タイムライン

・平成30年７月豪雨で被災した施設の災害対応を

踏まえ、福祉施設、小中学校、保育園・幼稚園が

「まつやま施設版タイムライン」を作成。
・作成には消防団や自主防災組織が参加。

まつやま施設版タイムライン

タイムラインの策定・見直し、住民への普及啓発
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新型コロナウイルス感染症流行の影響で、地方公共団体における防災訓練の実施回数が、
令和2年度に減少したが、令和3年度以降は回復傾向となっている。

《防災訓練の実施状況》
・R元年度…実施団体数：1,574、実施回数8,861
・R2年度…実施団体数：1,266、実施回数6,550
・R3年度…実施団体数：1,278、実施回数6,824
・R4年度…実施団体数：1,520、実施回数8,331
・R5年度…実施団体数：1,590、実施回数9,552

（参考）令和７年度総合防災訓練大綱について（令和７年７月２日付け通知）＜抜粋＞

１ 多様な主体との連携
２ 地域の実情に応じた訓練
３ 避難指示等の発令・伝達

令和７年度総合防災訓練大綱に基づき、特に以下３点に留意して防災訓練等を実施するよう、
地方公共団体に対して依頼。（令和７年７月２日付 消防庁防災課長通知）

防災訓練の積極的実施について
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１ 発災直後～３日目は主に携帯トイレ・簡易トイレを使用

２ 最大想定避難者数に基づく備蓄目標数の考え方

（１）１日あたり必要な便袋の枚数

最大想定避難者数×５回

（２）携帯トイレの備蓄目標数

１日あたりの必要な便袋数×日数

まずは３日分を目標にすることを推奨

 南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震などの切迫
 風水害の多様化・激甚化・頻発化

避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン（内閣府）H28.4(R6.12改定)

避難者におけるトイレの確保が重要な課題であることから、下記ガイドラインに基づき、
携帯トイレ・備蓄トイレの必要数を確認した上で、
備蓄量が十分でない場合には、不足する量を備蓄するよう地方公共団体に依頼

（令和4年9月30日 内閣府防災参事官・消防庁防災課長事務連絡）

携帯トイレ

簡易トイレ

災害用携帯トイレ・簡易トイレの備蓄について

52



 南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震などの切迫
 風水害の多様化・激甚化・頻発化
 災害時に避難者の生命・身体を保護するため、毛布等の寝具の備蓄が必要不可欠

改めて各地域における最大想定避難者数に基づいた必要量を確認した上で

備蓄量が十分でない場合には、不足する量を備蓄するよう地方公共団体に依頼

（令和４年12月21日 内閣府防災参事官・消防庁防災課長事務連絡）

「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」

（令和４年６月10日中央防災会議幹事会）等では、

避難所避難者１人当たり２枚の毛布が必要となるという前提で必要量を算出

参考）防災基本計画（令和７年７月中央防災会議）抜粋

第２編第１章第６節８

○市町村は、避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、快適なトイレ、（中略）、

毛布、（中略）のほか、マスクや消毒液等の感染症対策に必要な物資等の避難生活に必要な物資

を備蓄するものとし、これらの物資の備蓄状況については、年に１回、広く住民に公表するもの

とする。

毛布の備蓄について

53



不足量

Ｃ－（Ａ＋Ｂ）

必要量

（Ｃ）

備蓄量

市町村（Ｂ）都道府県（Ａ）

4,409,884枚7,470,000枚2,652,672枚407,444枚
南海トラフ地震

（受援側16県計）

○ 受援側地方公共団体の毛布の不足量（最大想定）

○ 応援側地方公共団体の毛布の備蓄残量（最大想定）

陸送が困難な北海道と沖縄県を除く全国の都道府県及び市町
村から毛布を確保し、遅滞なく供給する必要がある。

備蓄残量

（Ａ＋Ｂ）－

Ｃ

必要量

（Ｃ）

備蓄量

市町村

（Ｂ）

都道府県

（Ａ）

6,984,25

5枚

2,640,70

0枚

7,610,56

9枚

2,014,38

6枚

南海トラフ地震

（応援側31都道府

県計）

 応援受援の組み合わせを設定

 実効性確保のため、

 都道府県内の供給量、集約場所、集約方法などを都道府県毎に設定

 都道府県及び市町村が連携した訓練の実施

を依頼

※必要量は南海トラフ巨大地震の被害想定について（R1.6）より算出（避難所避難者数×２枚）
※備蓄量は、消防庁「地方防災行政の現況（令和４年）」（R3.4現在）

各被災地方公共団体において備蓄している物資で対応することを前提に、それでは不足する場合、国にお
いて被災都道府県からの具体的な要請を待たないで物資を調達し、被災地に緊急輸送する。

毛布については、消防庁は、地方公共団体の公的備蓄から必要量を確保·供給できるよう調整する。

（令和４年12月21日 内閣府防災参事官・消防庁防災課長事務連絡）

大規模災害時における毛布のプッシュ型支援について
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災害用物資・機材等の備蓄状況に関する調査結果について（一部抜粋）

出典：内閣府HP 「https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r7_0109.pdf」

R7.1.9 内閣府（防災担当）作成資料
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トイレカーの整備 【継続】

○ 避難所における良好な生活環境や災害応急対策の継続性を確保するためのトイレカーの整備

トイレカー

○ 災害の激甚化・頻発化を踏まえ、避難所における良好な生活環境や災害応急対策の継続性を確保することができ

るよう、トイレカーの整備を進めていただきたい。

想定される活用場面活用目的

・避難所 等良好な生活環境の確保

・災害対策本部設置庁舎等の災害対策拠点
・災害応急対策の活動現場 等

災害応急対策の継続性の確保

○ 地方公共団体が行うトイレカーの整備

施策の概要

財政措置（緊急防災・減災事業債）

今後の取組 ・ 留意事項

56



  応援職員のための宿泊機能を有する車両の整備  

背景・課題

〇 令和６年能登半島地震では、特に発災直後の奥能登地域において、宿泊施設を確保することが困難であったため、応援職員
は被災した庁舎の床で睡眠をとるなど、厳しい環境下での活動を余儀なくされた

〇 応援職員をはじめとする災害対応に従事する者が、現場において必要な活動ができるようにするためには、被災地における宿

泊施設の確保など、災害対応に従事する職員の健康面での環境整備が必要

施策の概要

○ 応援職員の宿泊環境を確保するための宿泊機能を有する車両の整備

財政措置（緊急防災・減災事業債）

○ 地方公共団体が行う応急対策職員派遣制度に基づき派遣される応援職員のための宿泊機能を有する車両の整備

【R7新規】

今後の取組 ・ 留意事項

○ 地方公共団体は、災害時に速やかに応援職員の宿泊環境を

整え、応援職員を発災直後から継続的に災害対応に従事さ

せることができるよう、民間事業者との協定締結による車両

確保という方法に加え、宿泊機能を有する車両の整備に取り
組まれたい。

（令和７年度から）

想定される宿泊機能を有する車両の一例
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災害応急対策を継続するための可搬式の燃料給油機の整備

○ 可搬式の燃料給油機の整備

※可搬式の燃料給油機
ガソリンスタンドが使用困難な場合等に、地方公共団体が石油商業組合等と協力し、可搬式の燃料給油機を、被

害状況に応じた場所へ設置し、燃料を積んだタンクローリーと直結することで給油が可能

○ 地方公共団体は、災害応急対策を継続して行うこと

ができるよう、災害発生時の燃料確保・供給体制を構

築するための可搬式の燃料給油機の整備に取り組まれ

たい。

○ 地方公共団体が行う可搬式の燃料給油機の整備

（令和７年度から）

【可搬式の燃料給油機】 【災害応急対策を行う車両へ給油】

施策の概要

財政措置（緊急防災・減災事業債）

留意事項

【R7新規】
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セントラルキッチンとして活用される施設の耐震化等

背景・課題

○ 令和６年能登半島地震においては、被災者から、栄養バランスがとれた適温の食事がなかなか提供されなかったとの声や、単

調なメニューの改善を求める声があった

○ その一方、公共施設において、セントラルキッチン方式で奥能登地域の避難所に配食し、食事支援を行う取り組みが新たに行

われたところ

施策の概要

○ 発災時にセントラルキッチンとして活用される公共・公用施設の耐震化や非常用電源などの整備

財政措置（緊急防災・減災事業債）

○ 地方公共団体が行う、発災時にセントラルキッチンとして活用される公共・公用施設の耐震化や非常用電源などの整備

※ 地域防災計画上、「災害対策の拠点となる公共施設又は公用施設」として位置付けることが必要

今後の取組 ・ 留意事項

○ 地方公共団体においては、発災時に、温かく、栄養

バランスがとれた食事を被災者に提供できるよう、学

校給食施設等の公共・公用施設の調理場を災害時

にセントラルキッチンとして活用するため、これらの施

設について、耐震化や非常用電源の整備などに取り

組まれたい。

（令和６年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ会議資料より抜粋）

【継続】
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防災部局が物資輸送等に活用するドローンの整備 【継続】

○ 災害発生時に孤立地域などへ物資輸送等を行うために地方公共団体の防災部局が管理・運用するドローンの整備
について「緊急防災・減災事業債」の対象とする

○ あわせて、ドローンを運用する地方公共団体の職員の育成を図る

ドローンによる救援物資輸送 救援物資（約５kg） ドローンによる避難情報の周知

○ 地方公共団体は、交通の途絶等により地域が孤立した場合でも、物資輸送が可能となるようドローンの整備や運用
する職員の育成に取り組まれたい。

○ 上記、緊急防災・減災事業債の対象とするドローンは、地方公共団体の防災主管部局が整備し、管理・運用するド
ローンであり、同事業債の活用に当たり、事前に、消防庁へ「地方公共団体災害対応ドローン整備・運用事業計画」
を提出することが必要

（手続は「ドローンによる消防防災力の強化に向けた取り組みについて（通知）」（令和７年４月１日付消防消第85
号、消防災第48号）を参照）

○ 地方公共団体の防災部局が物資輸送等に活用するドローンの整備について、緊急防災・減災事業債の活用が可能
○ ドローン技術指導アドバイザーの育成とアドバイザー派遣制度を通じたドローン活用の普及啓発及び操縦者の育

成を実施

施策の概要

財政措置（緊急防災・減災事業債）

今後の取組 ・ 留意事項
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（参考）消防庁予算
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概算要求額（案）

○一般会計 １４９.１億円
（対前年度比 △6.1億円、76.7％減）

＜主な重点取組事項＞

１５１.０億円 ＋事項要求

令和８年度 消防庁予算概算要求の概要

○復興特別会計 １.８億円
（対前年度比 ＋22.9億円、18.2％増）

１．林野火災や大規模災害に備えるための消防防災力の充実強化 8.5億円＋事項要求
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○ 消防庁ヘリコプターの整備 【新規】 事項要求

・ 南海トラフ地震等に備え、緊急消防援助隊出動の際に、
情報収集・映像送信の任務を行う消防庁ヘリコプターを増機。

○ 林野火災等を踏まえた緊急消防援助隊の車両・資機材等の整備
【新規】 事項要求

・ 海や河川などの水源から遠隔地に大量送水が可能となる海水利用型消防水利システム
（スーパーポンパー）を配備。

・ 水利の限られる山間部の火災現場において、水利確保及び効率的な放水を可能とする
大型水槽付き放水車を配備。

・ 夜間監視・熱源探査ドローン等の資機材を搭載し、
狭隘で傾斜のある林道にも機動的に進出可能な林野火災対応ユニット車を配備。

・ 八潮市道路陥没事故等を踏まえ、砂、泥、がれきを吸引し、
土砂の効率的な除去を可能とする高度土砂吸引車を配備。

【海水利用型消防水利システム
（スーパーポンパー）】

【高度土砂吸引車】

【大型水槽付き放水車】

【林野火災対応ユニット車】

【夜間監視・熱源探査ドローン】

【消防庁ヘリコプター】

○ 林野火災に係る広報・啓発等モデル事業 【新規】 0.2億円

・ 林野火災の予防に係る広報・啓発等を目的としたモデル事業を実施。

・ 実施の成果を、全国の地方公共団体へ横展開し、効果的な林野火災予防の普及を推進。
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○ 競争的研究費の拡充 【拡充】 事項要求

・ 能登半島地震や大船渡市林野火災、八潮市道路陥没事故など、

災害の検証結果を踏まえた緊急的な課題解決に資する研究開発を推進。

○ 消防の現場ニーズと技術シーズのマッチング促進等
【新規】 0.6億円

・ 消防機関と企業等の連携を促進するマッチング支援事業等を実施。

○ 消防力の充実・強化のための新技術現場実装モデル事業
【新規】 事項要求

・ 消防分野では未だ導入が進んでいない新技術等について、

消防本部での導入・運用を試行的に実施。

○ マイナ救急の全国展開・機能拡充 【新規】 事項要求

・ タブレット端末等の機器購入に対して補助するとともに、厚生労働省と連携し、
マイナ救急で得られた傷病者情報等を医療機関へ一斉送信することで、
より効率的に搬送先医療機関を選定する仕組み等を検討。

○ 消防指令システムにおけるＡＩ実証事業 【拡充】 事項要求

・ 消防指令システムへのＡＩ実装（例：緊急通報の文字起こし、自動応答）

に向けた実証事業を実施。

２．消防防災分野の新技術・ＤＸ推進 7.4億円＋事項要求

【マイナ救急イメージ】

【研究開発の例】

（消防用ホースを持ち上げ上空から
安定的に放水できる消火用ドローン）

（ＡＩ等を活用して濃煙中でも
リアルタイムで視界を確保する技術）

【ＡＩ実証事業イメージ】

【モデル事業の例】
建設業や製造業では既に導入が進んでいるスマートグラスの導入

指示 映像

指令センター 情報収集ドローン

情報をスマートグラスに表示



３．緊急消防援助隊の充実強化 72.4億円＋事項要求
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○ 緊急消防援助隊の全国合同訓練 【拡充】 4.3億円
・ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震を想定し、令和４年度以来となる

全国合同訓練を北海道及び宮城県において開催。

○ 緊急消防援助隊受援アドバイザー派遣事業 【新規】0.1億円
・ 各都道府県、消防本部における緊急消防援助隊の受援能力の向上のため、

受援に関する専門的知見を有するアドバイザーを全国に派遣し、

研修や訓練企画支援等、具体的な助言や情報提供を実施。

○ 緊急消防援助隊への救助技術の高度化及び普及事業 【新規】0.1億円
・ 複雑多様化する災害に対応するため、国際規格を満たした

ロープレスキュー技術等の高度化育成研修を実施し、

全国の緊急消防援助隊へ救助技術の普及を推進。

○ 緊急消防援助隊設備整備費補助金（車両・資機材など） 61.6億円

・ 「緊急消防援助隊基本計画」に基づき部隊を増強するため、
車両・資機材等を整備。

「１．林野火災や大規模災害に備えるための消防防災力の充実強化」に加え、以下
の取組を推進

【緊急消防援助隊全国合同訓練】

【高度化育成研修のイメージ】

【アドバイザー事業のイメージ】

【消防ポンプ自動車】 【救助工作車】
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４．消防団等の充実強化 8.5億円＋事項要求

○ 消防団の力向上モデル事業 【拡充】 4.2億円
・ 消防団の充実強化につながるモデル事業を推進。
・ 特に、林野火災対応力の強化や、女性や若者の入団促進を図る取組を重点的に支援。

○ 消防団ドローン・DX推進事業 【新規】 0.4億円
・ 都道府県の消防学校において、ドローンの操縦講習に加え、
デジタル技術を活用し、ドローンから伝達された映像を共有した
捜索活動等の講習を実施。

○ 消防団入団促進広報事業 1.4億円
・ 女性や若者をはじめとする幅広い住民の消防団への入団を促進するため、
自治体等と連携し、各種広報活動を充実強化。

○ 自主防災組織等活性化推進事業 1.0億円
・ 地域の防災力を一層向上させるため、自主防災組織等の立ち上げ支援、
災害対応訓練、防災教育や住民への防災啓発、地域の防災計画策定など、
自主防災組織等を活性化するための取組を実施。

○ 救助用資機材等を搭載した消防車両の無償貸付 事項要求
・ 狭隘な道路や悪路でも迅速に進出ができる機動性の高い小型車両を中心に、
救助用資機材等を搭載した消防車両の消防団に対する無償貸付を実施。

○ 救助用資機材等の整備に対する補助 【拡充】 事項要求
・ 消防団が整備する救助用資機材等に対する補助を実施。
・ 特に、林野火災を踏まえた火災対応資機材の充実を図るとともに、
引き続き、小型・軽量化された救助用資機材等の整備を推進。

【消防団入団促進用ポスター】

【自主防災組織等立ち上げ支援】

【ドローンの操縦講習の例】

（林野火災想定訓練） （学園祭でのブース出展）

【モデル事業の例】

（衛星通信機器）

【救助用資機材等を搭載した消防車両】

（ドローン）

【補助対象資機材の例】

（可搬消防ポンプ）
（背負い式

消火水のう）
（ウォーター

チャージャー）

（小型動力ポンプ積載車（3.5t未満）） （オフロードバイク）
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７．自治体の災害対応能力・国民保護体制の強化 15.3億円＋事項要求

８．消防防災分野における女性や若者の活躍推進 7.8億円

○ 特定臨時避難施設（シェルター）の整備 【新規】 事項要求
・ 沖縄県の先島５市町村のうち、竹富町、多良間村における特定臨時避難施設の

整備を支援。

○ 女性消防吏員の更なる活躍推進等 【拡充】 0.7億円
・ 消防庁が開催している「消防本部における女性活躍推進に関する検討会」
の議論を踏まえ、ポスターやＳＮＳ広告等による広報活動に加え、
女性消防吏員の活躍事例をまとめた事例集の作成などの取組を新たに実施。

【女性消防吏員の採用ポスター】【女性消防吏員のPR動画】

６．火災予防対策の推進 4.3億円＋事項要求

○ 感震ブレーカーの購入・取付支援 【新規】 事項要求
・ 著しく危険な密集市街地を有する自治体が、
当該市街地に居住する者に対して感震ブレーカーの購入・取付について
計画的に支援する場合に、その費用に対し支援を行う。

【感震ブレーカーの例】

多良間村竹富町

新築する

移住定住促進
住宅の地下

新築する
（西表島）大原
庁舎の地下

建設場所
（予定）

多目的ホール
事務室

会議室
事務室

平時の
利用方法
（予定）

５．常備消防等の充実強化 16.6億円

【耐震性貯水槽】

○ 消防防災施設整備費補助金（耐震性貯水槽など） 13.7億円
・ 耐震性貯水槽や高機能消防指令センター等の消防防災施設の整備を促進。



国土強靭化実施中期計画期間（R8～R12）における消防庁の取組

〇 南海トラフ、首都直下、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震への備えや大船渡市林野火災の教訓を
踏まえ、第一次国土強靭化実施中期計画（R7.6閣議決定）の「推進が特に必要となる施策」として、
「緊急消防援助隊」「消防庁ヘリ」「消防団」「DX・新技術」「マイナ救急」「Jアラート」
等に関する施策を盛り込んだところ。

⇒ 今後、同計画に基づき、消防防災力強化を着実に推進。

※ 上記のほかにも、「消防指令システムの高度化」や「情報伝達手段の多重化・多様化」等に関する施策も推進

小型動力ポンプ積載車（3.5t未満）
消防庁ヘリコプター

消火用ドローン

海水利用型消防水利システム
（スーパーポンパー）

安全管理のための位置把握システム

①緊急消防援助隊
林野火災等に対応した車両等
の配備増強（無償使用）

【実施中期計画での施策名】
緊急消防援助隊の車両整備等による災害対応力の強化

④DX・新技術

②消防庁ヘリ ③消防団

⑥Ｊアラート

消防庁ヘリ（現行５機）の配備増強
（更新及び新規配備）

【実施中期計画での施策名】
緊急消防援助隊の車両整備等による災害対応力の強化

林野火災等も踏まえた消防団の
災害対応能力の強化

（消防車両の無償貸付や資機材整備への補助）

【実施中期計画での施策名】
消防団の更なる災害対応能力の強化に関する対策

官民連携による研究開発の推進や
消防本部における新技術活用に
向けたモデル事業の実施

【実施中期計画での施策名】
消防分野におけるDX・新技術の活用に関する対策

【実施中期計画での施策名】
Jアラートによる住民に対する
災害情報の迅速かつ確実な伝達

大型水槽付放水車 能登半島地震における救助活動

実証事業の様子

⑤マイナ救急

【実施中期計画での施策名】
マイナ救急の全国展開・機能拡充

全国の救急車でのマイナ救急の
実施に向けた環境整備（端末整備
支援等）や機能拡充の推進

災害情報の迅速かつ確実な伝達に向けた
機能及びセキュリティの強化

（システム更改）

背負い式消火水のう

操作用画面
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（その他）
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69

市町村長による災害応急対応のポイント（令和６年10月 内閣府（防災担当））
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市町村長による災害応急対応のポイント（令和６年10月 内閣府（防災担当））


